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総 務 文 教 常 任 委 員 会 委 員 長 報 告 

 

 去る６月12日の本会議において、議長から本委員会に付託されました案件

は、議案４件です。本委員会は、所管部課長等の出席を求め審査を行いまし

た。以下審査の経過と結果について順次報告いたします。 

記 

１ 審査年月日 令和２年６月15日(月) 

２ 場   所 委員会室１ 

３ 出 席 委 員      岡 村 有 正、中 村 洋 子、桜 井  卓、大 嶋 達 巳、

保 角 美 代、黒 澤 健 一、今 関 公 美 

４ 審 査 結 果       

「議案第44号」北本市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につい

ては、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

「議案第45号」北本市税条例等の一部改正については、挙手全員により原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

「議案第46号」北本市都市計画税条例の一部改正については、挙手全員に

より原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

「議案第66号」令和２年度北本市一般会計補正予算（第４号）のうち市長

公室、行政経営部、教育部及び議会事務局関係については、

挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

 

◎「議案第44号」について 

 全体で９件の質疑・答弁がありましたので、その内容について主なものを



－2－ 

申し上げます。 

「附則第２項にある新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を

保護するために行われた措置に係る作業として、現時点で想定されるものに

ついて」質疑したところ、「ＰＣＲ検査の補助や器材の消毒等、関係機関か

らの要請により職員を派遣し、この業務に従事した場合を想定しています。

また、感染者を一時的にホテル等に滞在させる必要があって、職員を派遣し

なければならない状況が発生した場合も附則第２項の適用を考えています」

との答弁がありました。 

本案に対する討論はありませんでした。 

◎「議案第45号」について 

 全体で８件の質疑・答弁がありましたので、その内容について主なものを

申し上げます。 

「市民税の所得控除に新設される『ひとり親控除』について」質疑したと

ころ、「ひとり親控除は、これまでの寡婦（夫）控除では適用外だった、未

婚で子を扶養する方を対象に、所得500万円以下の場合に控除額30万円を適

用するものです。あわせて、これまで26万円の控除額だった、婚姻歴のある

男性で子を扶養する方を対象に加え、女性同様30万円の控除額に増額するも

のです」との答弁がありました。 

本案に対する討論はありませんでした。 

◎「議案第46号」について 

 本案に対して、質疑、討論はありませんでした。 

◎「議案第66号」市長公室及び行政経営部関係について 

 全体で３件の質疑・答弁がありました。 

◎「議案第66号」教育部関係について 

 全体で15件の質疑・答弁がありましたので、その内容について主なものを
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申し上げます。 

（１）教育費のうち教育総務費に関して 

「学校水泳指導民間委託料を減額した理由について」質疑したところ、

「学校の水泳指導を行う上で子どもたちの健康状態の把握が必要ですが、新

型コロナウイルスの影響で定期健康診断が未実施で、今後９月までかかる見

込みであること、また、10月以降の実施を検討しましたが、各学校の行事が

組まれていて難しいことから、今年度の実施を見送ることとしました」との

答弁がありました。 

（２）教育費のうち小学校費及び中学校費に関して 

「整備するＩＣＴ機器備品類の具体的な台数と財源について」質疑したと

ころ、「子どもたちすべてと教職員分を合わせて、小学校2,887台、中学校

1,591台を予定しています。そのうち小学校1,897台、中学校1,040台が今回

の補正予算で国の補助金の端末一台当たり4万5,000円を活用して整備するも

のです。残りの台数については一般財源を計上しており、地方交付税措置が

ありますが、ここに地方創生臨時交付金を充てることも可能であるとの国の

見解が示されているため、活用を見込んでいます」との答弁がありました。 

また、「ＧＩＧＡスクール構想の概要と事業の緊急性について」質疑した

ところ、「ＧＩＧＡスクール構想は、子どもたち一人ひとりの資質・能力が

一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境を実現することを目標とするものです。

当初、令和５年度までに整備する計画でしたが、今回の新型コロナウイルス

の問題により家庭学習の重要性がクローズアップされ、国の補助制度が前倒

しになりましたので、今後同様の休業があった際に活用できるよう、なるべ

く早く整備したいと考えました」との答弁がありました。 

（３）教育費のうち保健体育費に関して 

「オリンピック・パラリンピック業務経費のほぼ全額を削減する中で、旅
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費を一部残している理由について」質疑したところ、「オリンピック・パラ

リンピックは延期ということですが、今後も国・県・関連団体との調整等が

あることから、職員の出張旅費分は残してあります」との答弁がありました。 

◎「議案第66号」議会事務局関係について 

全体で１件の質疑・答弁がありましたので、その内容について申し上げます。 

（１）議会費に関して 

「今回の補正減と５月臨時会での議員報酬等の減額と合わせて、当初予算

から何パーセントの削減になるか」と質疑したところ、「今回の補正で523

万3,000円、前回の補正で626万2,000円、合計で1,149万5,000円を減額しま

すので、当初予算2億3,406万7,000円から約５％の減額になります」との答

弁がありました。 

本案に対する討論はありませんでした。 

 

 以上報告いたします。 

 令和２年６月26日 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

委員長 今 関 公 美 

 北本市議会議長 滝 瀬 光 一 様 

 


